
第2章

少子化対策の取組

〈2015（平成27）年4月〉
子ども・子育て支援新制度の施行 

（2015（平成27）年4月～）
2012（平成24）年に成立した子ども・子
育て関連3法1に基づく「子ども・子育て支
援新制度」について、2015（平成27）年4月
1日から本格施行された。

〈2015（平成27）年4月〉
子ども・子育て本部の設置 

（2015（平成27）年4月～）
内閣府に、内閣府特命担当大臣（少子化対
策）を本部長とし、少子化対策及び子ども・
子育て支援の企画立案・総合調整並びに「少
子化社会対策大綱」の推進や子ども・子育て
支援新制度の施行を行うための新たな組織で
ある「子ども・子育て本部」を設置した。

〈2016（平成28）年4月〉
子ども・子育て支援法の改正 

（2016（平成28）年4月～）
2016（平成28）年通常国会において、子
ども・子育て支援の提供体制の充実を図るた
め、事業所内保育業務を目的とする施設等の
設置者に対する助成及び援助を行う事業を創
設するとともに、一般事業主から徴収する拠

出金の率の上限を引き上げる等の「子ども・
子育て支援法」（平成24年法律第65号）の改
正を行い、同年4月に施行された。

〈2016（平成28）年6月〉
ニッポン一億総活躍プランの策定 

（2016（平成28）年6月～）
2015（平成27）年10月より、「夢をつむぐ
子育て支援」などの「新・三本の矢」の実現
を目的とする「一億総活躍社会」の実現に向
けたプランの策定等に係る審議に資するた
め、内閣総理大臣を議長とする「一億総活躍
国民会議」が開催された。2016（平成28）
年5月、同会議において「ニッポン一億総活
躍プラン」（案）が取りまとめられ、同年6月
2日に閣議決定された。（第1-2-1図、第
1-2-2図、第1-2-3図）。
同プランにおいては、経済成長の隘路であ
る少子高齢化に正面から立ち向かうことと
し、「希望出生率1.8」の実現に向け、若者の
雇用安定・待遇改善、多様な保育サービスの
充実、働き方改革の推進、希望する教育を受
けることを阻む制約の克服等の対応策を掲
げ、2016年度から2025（平成37）年度の10
年間のロードマップを示している。
結婚支援の充実に関しては、2016年10月
より、内閣府特命担当大臣（少子化対策）の
下で「結婚の希望を叶える環境整備に向けた

第1節	 これまでの少子化対策（抄）

1　「子ども・子育て支援法」（平成24年法律第65号）、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関
する法律の一部を改正する法律」（平成24年法律第66号）、「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、
保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成24
年法律第67号）をいう。
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企業・団体等の取組に関する検討会」を開催
し、地方公共団体と連携した企業・団体・大
学等の取組について議論が行われた。同年
12月にまとめられた提言においては、環境
整備に当たってまずは働き方改革が重要であ
るとした上で、両立支援や多様な交流の提
供、結婚につながる活動に対する支援などの
企業等における自主的な取組例や、働き方改
革・子育て支援の推進、地方公共団体と連携
した自主的取組に対する支援などの国・地方
公共団体の支援の在り方とともに、特定の価
値観や生き方を押し付けたり推奨したりしな
いことなど取り組むに当たっての留意点等が
示された。

〈2017（平成29）年3月〉
「働き方改革実行計画」の策定 
（2017（平成29）年3月～）
「ニッポン一億総活躍プラン」において、
一億総活躍社会に向けた最大のチャレンジと
位置付けられた働き方改革については、働き
方改革の実現を目的とする実行計画の策定等
に係る審議に資するため、2016年9月より、
内閣総理大臣を議長とする「働き方改革実現
会議」が開催された。時間外労働の上限規制
の在り方など長時間労働の是正、同一労働同
一賃金の実現などによる非正規雇用の処遇改
善等をテーマに討議が行われ、2017年3月に
「働き方改革実行計画」が取りまとめられた1。

1　特集「働き方改革で切り拓く未来」参照

	第1-2-1図	 ニッポン一億総活躍プラン（成長と分配の好循環メカニズムの提示）

• アベノミクスの第２ステージでは、経済成長の隘路である少子高齢化に真正面から立ち向かう。広い意味での経済政策として、子育て
支援や社会保障の基盤を強化し、それが経済を強くするという新たな経済社会システム創りに挑戦。

• 多様性が認められ、全ての人が包摂される社会では、安心感が醸成され、将来の見通しが確かになり、消費底上げ、投資の拡大。ま
た、多様な個人の能力の発揮による労働参加率向上やイノベーションの創出が図られることを通じて、経済成長が加速。

• 「成長」の果実なくして、「分配」を続けることはできない。アベノミクスの成果を活用し、子育てや社会保障の基盤を強化する。子育て支
援・介護支援があって、成長が成り立つ。成長の果実なくして、子育て支援・介護支援は行うことはできない。三本あわせて「究極の成
長戦略」。

（アベノミクスの成果）
国民総所得： 兆円近く増加
国の税収： 兆円増加
企業収益：史上最高の水準
就業者数： 万人以上増加
失業者： 万人減少
失業率： （ 年ぶりの低水準）
有効求人倍率： 年ぶりの高水準
賃金： 年連続、多くの企業で

ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ実現見込み
物価：反転し、 年連続で上昇

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ： 四半期連続プラス
ｷﾞｬｯﾌﾟ：ﾏｲﾅｽであるが縮小傾向

（世界経済の課題）
世界経済：下方リスクの高まり
中国：景気が緩やかに減速
新興国：原油価格下落が打撃
金融市場：年明け以降不安定な

動きを示す局面も

（成長の隘路である少子高齢化）
出生率：この 年大幅に低下
－昭和 年の から
平成 年の に低下
－その後 程度で推移

高齢化率：着実に上昇
－昭和 年の から
平成 年の に上昇

総人口：減少局面
－平成 年を境に減少

人口減少スピード：加速度的高まり
－ 年代初め毎年 万人程度
－ 年代頃毎年 万人程度

（希望出生率）
一人ひとりの結婚や出産の希望を叶え
る。結婚したくない人、産みたくない人
に国が推奨しようというわけではない。
（介護離職）
離職を機に、高齢者と現役世代が共
倒れする現実がある。

希望を生み出す
強い経済で

兆円
の実現

夢をつむぐ子育て支援で

希望出生率 の実現

安心につながる社会保障で

介護離職ゼロの実現

子育て支援・介護の基盤強化

成長 分配

労働参加率の向上・生産性の向上

消費の底上げ・投資の拡大

資料：内閣官房資料
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	第1-2-2図	 ニッポン一億総活躍プラン（「希望出⽣率1.8」の実現に向けた樹形図）

希望どおりに結婚したい
※現状の ～ 歳未婚率
男性 ％、女性 ％

※結婚意思率（ ～ 歳）
男性 ％、女性 ％

希望どおりの年齢での結婚を
かなえたい
※現状の平均初婚年齢
男性 歳、女性 歳

※希望結婚年齢（ ～ 歳）
男性 歳、女性 歳

希望どおりの人数を出産・子
育てしたい
※現状
・夫婦の平均予定子供数

人
・独身者の希望子供数

人
・理想の子供数を持てない理
由として「子育てや教育にお
金がかかるから」と回答した割
合

％

ひとり親家庭の生活環境を改
善し、子供の学習意欲を向上
させたい

※現状
・ひとり親家庭の子供の高
校卒業後の進学率 ％
（全世帯平均 ％）

若年の雇用安定化・所得向上
・失業率（全体 ％）
・若年（ ～ 歳）非正規割合 ％
・若年（ ～ 歳）無業者 万人

保育・育児不安の改善
・安心して結婚・妊娠・出産・子育てで
きる社会が実現していると考える人の
割合： ％

教育費負担感の軽減、相談体制の充実
・子育てにかかる経済的な負担として大
きいと思われるもの
①学校教育費 ％
②塾等学校以外教育費 ％
③保育所等費用 ％

ひとり親家庭の所得の向上
・母子世帯の平均年間収入
就労収入 万円
収入合計 万円

⑪
希望する教育を受けることを阻む
制約の克服

⑥
多様な保育サービスの充実

ひ
と
り
親
家
庭 ⑫

子育てが困難な状況にある家族・
子供等への配慮・対策等の強化

③
結婚支援の充実

夢
を
つ
む
ぐ
子
育
て
支
援

⑩
地域の実情に即した支援

結

婚

妊

娠

・

出

産

・

子

育

て

国民生活における課題 検討すべき方向性

出会いの場の提供
・今まで結婚していない理由（ 代・
代）「適当な相手に巡り合わない」男性

％、女性 ％

①
若者の雇用安定・待遇改善

仕事と育児が両立できる環境整備
・フルタイムに対するパートタイムの賃
金水準 ％
・週労働時間 時間以上 ％
・非労働力人口の女性のうち就労を希
望する者 万人
・セクハラ防止に取り組む企業 ％

⑤
子育てを家族で支える三世代同
居・近居しやすい環境づくり

⑧
働き方改革の推進
（※「介護離職ゼロの実現」⑤と共通）

対応策

②
サービス産業の生産性向上
（※「名目 兆円の実現」⑮と共通）

⑦
保育サービスを支える多様な人材
の確保、生産性の向上

⑨
女性活躍の推進

④
妊娠・出産・育児に関する不安の
解消

待機児童の解消
・保育所待機児童数 人
・放課後児童クラブ待機児童数

人

希望出生率
１．８の実現

資料：内閣官房資料
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	第1-2-3図	 ニッポン一億総活躍プラン（「希望出⽣率1.8」の実現に向けた対応策）

働き方改革

同一労働同一賃金の実現

高齢者の就労促進

非正規雇用の待遇改善を図るため、ガイドラインの策定等を通じ、不合理な待遇差として是正す
べきものを明示。また、その是正が円滑に行われるよう、労働関連法の一括改正。

仕事と子育ての両立、女性のキャリア形成を阻む原因。法規制の執行を強化するとともに、
労働基準法については、 （サブロク）協定の在り方について、再検討を開始。

歳以降の継続雇用延長や 歳までの定年延長を行う企業等に対する支援等の実施。

長時間労働の是正

子育ての環境整備

保育の受け皿整備

保育士の処遇改善

多様な保育士の確保・育成

待機児童の解消を目指し、平成 年度末までの整備量を 万人分から 万人分に
上積み。企業主導型保育の推進。

新たに２％相当（月額 円程度）の改善を行うとともに、予算措置が執行面で
適切に賃金に反映されるようにしつつ、保育士としての技能・経験を積んだ職員について、
現在月額４万円ある全産業の女性労働者との賃金差がなくなるよう、追加的な処遇改善。
なお、全産業の男女労働者間の賃金差については、女性活躍推進法や同一労働同一
賃金に向けた取組を進めていく中で、今後、全体として、縮めていく。保育士についても、
必要に応じて、更なる処遇改善。

放課後児童クラブの整備
平成 年度末までに 万人分の追加的な受け皿整備。職員の処遇改善や業務負担
軽減対策を進めるとともに、追加的な受け皿整備を平成 年度末に前倒して実現する
ための方策を検討。

返済免除型の貸付制度の拡充、ＩＣＴ等を活用した生産性向上等の総合的取組。

女性活躍、結婚支援の充実、若者・子育て世帯への支援、子育てを家族で支える三世代同居・近居しやすい環境づくり、
社会生活を円滑に営む上での困難を有する子供・若者等の活躍支援 等

「希望出生率 」に向けたその他取組

女性活躍

若者・子育て
世帯への支援

子育て世代包括支援センターの平成 年度末までの全国展開。不妊専門相談センター
を平成 年度までに全都道府県・指定都市・中核市に配置して相談機能を強化。
子どもの医療制度の在り方等に関する検討会での取りまとめを踏まえ、国民健康保険の
減額調整措置について見直しを含め検討し、年末までに結論を得る。

子供・若者等の活躍支援

三世代同居・近居 大家族で、世代間で支え合うライフスタイルを選択肢として広げるための環境づくりを推進。

すべての子供が希望する教育を受けられる環境の整備

学びの機会の提供

奨学金制度
の拡充

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置など教育相談機能を強化。フリース
クール等の学校外で学ぶ子供を支援。地域住民の協力及び の活用等による原則無
料の学習支援を行う地域未来塾を平成 年度までに か所に拡充。

子育て等で一度退職した正社員が復職する道が一層開かれるよう、企業へ働きかけ。マ
ザーズハローワークの拡充。ひとり親の資格取得を支援。役員候補段階の女性を対象にし
たリーダー育成研修等の先進的な取組を推進。

困難を有する子供・若者等に対して、地域若者サポートステーション等の関係機関が連携
して伴走型の支援を実施。

無利子

有利子

給付型

返還

残存適格者の解消と、低所得世帯の子供に係る成績基準の大幅緩和により、必要と
するすべての子供たちが受給できるようにする。
固定金利方式・金利見直し方式ともに現在の低金利の恩恵がしっかりと行き渡るよう
にする。特に、金利見直し方式では、ほぼ無利子となるような仕組みを検討。
世代内の公平性や財源などの課題を踏まえ創設に向けて検討を進め、本当に厳しい
状況にある子供たちへの給付型支援の拡充を図る。

所得に応じて返還額を変化させる新たな制度を平成 年度の進学者から導入。

資料：内閣官房資料
（参考）ニッポン一億総活躍プラン
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/ichiokusoukatsuyaku/
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	第1-2-4図	 これまでの取組

2003.7.16 から段階施行

2013 （平成 25 年） 4 月

2012 （平成 24 年） 8 月

2015 （平成 27 年） 4 月

2016 （平成 28 年） 4 月

2016 （平成 28 年） 6 月

2017 （平成 29 年） 3 月

2015 （平成 27 年） 3 月

2013 （平成 25 年） 6 月

2014 （平成 26 年） 7 月

2014 （平成 26 年） 11 月

2012 （平成 24 年） 3 月

2010 （平成 22 年） 11 月

2010 （平成 22 年） 1 月

2008 （平成 20 年） 2 月

2007 （平成 19 年） 12 月

2006 （平成 18 年） 6 月

2005 （平成 17 年） 4 月
2004 （平成 16 年） 12 月

2004 （平成 16 年） 6 月

  9 月
2003 （平成 15 年） 7 月

2002 （平成 14 年） 9 月
2001 （平成 13 年） 7 月

1999 （平成 11 年） 12 月

1999 （平成 11 年） 12 月

1994 （平成 6 年） 12 月

1990 （平成 2 年） 〈1.57ショック〉

少子化対策推進基本方針

少子化社会対策大綱

（2005 年度～ 09（平成 21）年度）

＋

子ども・子育て応援プラン

次世代育成支援対策推進法

新しい少子化対策について

エンゼルプラン
4 大臣（文・厚・労・建）合意

（1995（平成 7）年度～ 1999 年度）

緊急保育対策等 5か年事業
3 大臣（大・厚・自）合意

少子化対策推進関係閣僚会議決定

6 大臣（大・文・厚・労・建・自）合意
（2000（平成 12）年度～ 04 年度）

仕事と子育ての両立支援等の方針
（待機児童ゼロ作戦等）

2001.7.6 閣議決定

少子化社会対策基本法
2003.9.1 施行

少子化対策プラスワン
厚生労働省まとめ

2004.12.24 少子化社会対策会議決定

2006.6.20 少子化社会対策会議決定

2004.6.4 閣議決定

新エンゼルプラン

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章
仕事と生活の調和推進のための行動指針

｢新待機児童ゼロ作戦」について

「子どもと家族を応援する日本」重点戦略
2007.12.27 少子化社会対策会議決定

子ども・子育てビジョン
2010.1.29　閣議決定

少子化社会対策大綱

ニッポン一億総活躍プラン

2015.3.20　閣議決定

2014.11.28
（一部規定は同年 12.2）施行

2014.12.27　閣議決定

2016.6.2　閣議決定

2015.4.1

2016.4.1　施行

2017.3.28　働き方改革実現会議決定

待機児童解消「先取り」プロジェクト

子ども・子育て新システム検討会議
2010.1.29　少子化社会対策会議決定

子ども・子育て新システムの基本制度について
2012.3.2　少子化社会対策会議決定

2012.3.30　閣議決定　子ども・子育て新システム関連３法案を国会に提出
2012.8.10　法案修正等を経て子ども・子育て関連３法が可決・成立（2012.8.22 から段階施行）

子ども・子育て支援法等子ども・子育て関連３法

子ども・子育て支援新制度本格施行

子ども・子育て支援法改正

地方公共団体、企業
等における行動計画
の策定・実施

少子化危機突破のための緊急対策

待機児童解消加速化プラン

放課後子供総合プラン

2013.6.7　少子化社会対策会議決定

長期ビジョン・総合戦略

まち・ひと・しごと創生法

2014 （平成 26 年） 12 月

2015.4.1 ～ 2025.3.31

次世代育成支援対策推進法延長

法律 閣議決定 少子化社会対策会議決定 上記以外の決定等

働き方改革実行計画

資料：内閣府資料
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